
 
令和 8 年度 上越市教育委員会 会計年度任用職員（給食配膳員） 

採用試験案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

上越市教育委員会では、市立小学校で勤務する会計年度任用職員（給食配膳員）を

次のとおり募集しますので、ご応募ください。 

 

１ 募集職種 

職       種 採用予定人数 職 務 内 容 及 び 勤 務 場 所 

給食配膳員 1人 
市立小学校（牧小学校）で、給食配膳準備及び後片付け作

業に従事 

 

２ 受験資格 

職       種 受 験 資 格 

給食配膳員 なし 

  ※ 次の事項のいずれかに該当する人は受験できません。 

    ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの人 

      イ 上越市において懲戒免職等の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない人 

    ウ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

３ 任用期間など 

○ 任用期間 

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月 31日まで 

        ※ 期間満了後、1年単位で任用を更新する場合があります。ただし、最長で令和 13年 3月

末を限度とします。 

○ 身  分 

地方公務員（会計年度任用職員） 

 

受付期間  令和 8年 1月 19日(月)から令和 8年 1月 30日(金)まで（必着） 

試 験 日  令和 8年 2月 7日(土) 



４ 試験内容等 

⑴ 試験内容  面接試験（個別面接） 

⑵ 試 験 日  令和 8年 2月 7日（土） 

※ 試験日は変更される可能性があります。 

※ 試験時間は、募集締め切り後に連絡します。 

⑶ 試験会場  上越市教育プラザ（上越市下門前 1770番地） 

 

５ 申込手続き 

⑴ 受付期間等 

令和 8年 1月 19日(月)から 1月 30日(金)まで 

⑵ 提出書類 

 ・受験申込書(指定の様式) 

・履歴書(A4両面印刷)（指定の様式） 

⑶ 受験申込方法 

○ 持参する場合 

上越市教育委員会 教育総務課 

（〒942-8563上越市下門前 1770番地 電話 025-545-9266）へ提出してください。 

※ 受付時間 平日・午前 8時 30分から午後 5時 15分まで 

○ 郵送する場合 

「持参する場合」と同様の書類を上越市教育委員会教育総務課へ送付してください。その際、

封筒の表に「会計年度任用職員受験申込」と朱書きしてください。（令和 8年 1月 30日(金)必着） 

⑷ その他 

・提出書類に不備がある場合は、受け付けませんのでご注意ください。 

・受付後の提出書類はお返ししません。 

ただし履歴書は、受験の辞退及び不採用の場合、返却します。 

・任用の最終決定は市の予算成立後（3月末）になります。 

   ※内定は、面接後 2週間以内に行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



上越市教育委員会事務局 教育総務課 学校給食係 

〒942-8563 上越市下門前 1770番地 

       上越市教育プラザ内 

電話 025-545-9266 

※受付時間 平日・午前 8時 30分から午後 5時 15分まで 

６ 勤務条件 

⑴ 給与（令和 7年度実績） 

① 報酬月額 

  月額 47,900円 

② 通 勤 費  通勤距離に応じて月額 44,100円を上限に支給します。 

③ 割増報酬  勤務時間外に勤務した場合は割増報酬を支給します。 

④ 期末・勤勉手当  なし。 

 

⑵ 勤務日及び勤務時間 

○ 勤務日 

月曜日から金曜日まで 

○ 週休日等（学校行事により、年数回の変更があります） 

土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始（12月 29日から 1月 3日まで） 

○ 勤務時間 

1日あたり 2時間（午前 10時 30分から午後 12時 30分まで） 

 

⑶ 休暇 

年次有給休暇（1年間勤務する場合の初年度は 10日間）のほか、特別休暇(夏期休暇、病気休

暇、家族看護休暇など)があります。 

  ※取得できる特別休暇は、任用期間や任用条件により異なります。 

 

⑷ 各種保険 

○ 健康保険及び厚生年金の加入・・・なし 

○ 雇用保険の加入・・・なし 

○ 労災保険の加入・・・あり 

 

７ そ の 他 

⑴ 受験のための旅費等は、支給しません。 

⑵ エプロン、帽子等の被服貸与があります。 

 

 

 

 

 

 

 
この試験についての問合せ先 

 


